
延長保育のご利用について

① 延長保育は、原則として1歳児クラスよりご利用可能です。
② 延長保育のご利用は、事前登録制となっております。

 　 ※延長保育事業の申込期限は、毎月、利用月前月の25日まで（土曜・休日の場合はその前日まで）
　　　です。
　　※申込期限を過ぎてからのお申し込み、及び変更につきましては、ひと月分の利用料となります。
　　※10日以内登録の場合のご利用日変更もひと月分へ変更となります。

③ 延長利用料は、翌月に指定口座より引き落としとなります。

④ 第２子割引（認可保育園、横浜保育室、幼稚園等に兄姉がいる方）・非課税世帯のご家庭等は
利用料が異なりますので、園までお問い合わせ下さい。

⑤ 「登録なしでのご利用」 「予定日以外のご利用」「登録時刻を過ぎてのご利用」の場合、
　　その月の登録が自動的に変更されます。
　　 ⇒「登録なしでのご利用」「予定日以外のご利用」の場合、ひと月分の登録に変更され、
        次月に請求をさせていただきます。
　　 ⇒「登録時刻を過ぎた」場合、利用状況に応じて登録が変更され、次月に請求を
　　　　させていただきます。

⑥ 登録変更のお申し出がない場合は、前月の実績により請求させていただきます。
そのため、次月にご利用の予定が無い場合は、「利用なし」を記載し、再度提出して下さい。

⑦ 当日になって「登園時刻」「降園時刻」「延長時間」を変更される場合は、必ずお電話にてご連絡下さい。

⑧ 延長保育をご利用の方は、当日の連絡ノートと園内のホワイトボードへ必ずご記入下さい。

⑨ 電車の遅延でお迎えが遅れる場合は、「遅延証明書（駅にて発行の物）」を必ず当日中にお持ち下さい。
　　　※詳細につきましては、「園のお願い、ルールについて」6-④をご参照下さい。

⑩ 平日は１９：００に間食または夕食を提供させていただいております。
　 　保護者のお迎えが急遽遅くなった場合、定時を過ぎた時点で間食代または夕食代が発生します。
　　 １９：３０以前にお迎え予定の場合は間食又は夕食を選択して頂き提供となります。
　　 ※当日の急なご利用により、夕食を提供できない場合もございます。
　　 ※事前登録の無いご家庭が、電車の遅延でやむを得ず定時を過ぎてしまった場合は、一度につき
　　 　 一日分の保育料（85円）＋間食代（130円）または夕食代（395円）で提供させていただきます。

⑪ 延長保育は、原則として「保育を必要とする」ご家庭のみご利用いただけます。
　　 ※延長保育は、育休中・求職中のご家庭は、ご利用になれません。
　　　　冠婚葬祭・引っ越し・通院等でやむを得ず延長保育をご利用になる場合は、個別にご相談下さい。

⑫ 延長保育は、当園が必要と認めたご家庭のみご利用いただけます。

⑬ 保育料その他を滞納している場合やその他の事情により、お断りすることがございます。
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１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日

□ □ □ □ □ □ □ □ □
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　　　クラス ： 組 　　（   □　第２子   　    □　第３子　　　　□非課税   ）

　　　　　 フリガナ

　　  氏名
：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出日 ：　 令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　ひと月 （１１,３００円） 　１０日以内 （５,６５０円）

１日

□

１１日

□

２１日

□

夕方の延長

□　　利用なし

１９：００～１９：３０
（間食 or 夕食）

　ひと月 （４，３３０円）
　　　　　　※間食

　１０日以内 （２,１６０円）
　　　　　　※間食

　ひと月 （９,６００円）
　　　　　　※夕食

　１０日以内 （４,８００円）
　　　　　　※夕食

１９：００～２０：００
（夕食）

２１日

□

１日

□

１１日

□

　  予定日以外の日にちをご利用になった場合、ひと月の登録に変更され、後日差額請求をさせて頂きます。
※ １９：００～１９：３０の時間帯をご利用になる場合のみ、「間食」または「夕食」をお選び頂けます。
※ 第２子・第３子割引、および非課税世帯のご家庭は☑をして下さい。
※ 延長保育事業の申込期限は、毎月、利用月の前月25日（土曜・休日の場合はその前日）までとなります。

朝の延長

□　　利用なし

平
日

７：３０～８：００ 　ひと月 （１，７００円） 　１０日以内 （８５０円）

７：００～８：００
（土曜日を含む）

　ひと月 （３，４００円） 　１０日以内 （１，７００円）

７：００～７：３０ 　１０日以内 （８５０円）

　  希望されるご家庭は、ご利用予定日に☑をして下さい。

R8.5 改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延長保育事前申込書　※保育標準時間（１１時間）利用のご家庭

（　　　　　　月分）

ご利用時間帯の日数に☑をして下さい。　利用されない場合は、利用なしに☑をして下さい。
※ １０日以内の登録は、前月（25日まで）の段階で予め利用日が確定している場合にのみお申込み頂けます。


